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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　表示部と、
　外部メモリの装着を可能にするためのインタフェースと、
　原稿を搬送する搬送部に原稿が置かれたことを検知する検知手段と、
　前記原稿を読み取って当該原稿の画像データを生成する読取手段と、
　表示のための電力が前記表示部に給電されていない第１の電力状態において前記検知手
段による検知結果に基づいて、前記第１の電力状態から、表示のための電力が前記表示部
に給電されている第２の電力状態に復帰させる電力制御手段と、
　ユーザの指示に基づき、複数の画面の中から１つの画面を、前記第２の電力状態に復帰
させたときに表示される復帰画面として設定する設定手段と、
　前記表示部に画面を表示させる表示制御手段と、を有し、
　前記表示制御手段は、前記電力制御手段による復帰後の前記第２の電力状態において、
前記外部メモリが前記インタフェースに装着され前記インタフェースから給電されている
場合、前記読取手段によって生成される画像データを前記外部メモリへ保存することを指
示可能な画面を前記表示部に表示させ、前記外部メモリが前記インタフェースに装着され
ていない場合、前記設定手段によって設定された前記復帰画面を前記表示部に表示させる
、
　ことを特徴とする画像形成装置。
【請求項２】
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　前記表示制御手段は、前記復帰後の前記第２の電力状態において、前記外部メモリが前
記インタフェースに装着され前記インタフェースから給電されている場合、前記画像デー
タを設定されたファイル形式で前記外部メモリへ保存することを指示可能な画面を前記表
示部に表示させることを特徴とする請求項１に記載の画像形成装置。
【請求項３】
　前記電力制御手段は、前記第１の電力状態において、さらに前記画像形成装置の操作部
の操作に基づいて、前記第１の電力状態から前記第２の電力状態へ復帰させることを特徴
とする請求項１又は２に記載の画像形成装置。
【請求項４】
　前記表示部は、前記画像形成装置の機器状態を通知することを特徴とする請求項１乃至
３のいずれか１項に記載の画像形成装置。
【請求項５】
　前記インタフェースは、ＵＳＢインタフェースであることを特徴とする請求項１乃至４
のいずれか１項に記載の画像形成装置。
【請求項６】
　前記外部メモリは、ＵＳＢメモリであることを特徴とする請求項１乃至５のいずれか１
項に記載の画像形成装置。
【請求項７】
　表示部と、
　外部メモリの装着を可能にするためのインタフェースと、を有する画像形成装置におい
て実行される画像形成装置の制御方法であって、
　原稿を搬送する搬送部に原稿が置かれたことを検知する検知工程と、
　前記原稿を読み取って当該原稿の画像データを生成する読取工程と、
　表示のための電力が前記表示部に給電されていない第１の電力状態において前記検知工
程における検知結果に基づいて、前記第１の電力状態から、表示のための電力が前記表示
部に給電されている第２の電力状態に復帰させる電力制御工程と、
　ユーザの指示に基づき、複数の画面の中から１つの画面を、前記第２の電力状態に復帰
させたときに表示される復帰画面として設定する設定工程と、
　前記第２の電力状態において前記表示部への表示を制御する表示制御工程と、を有し、
　前記表示制御工程では、前記電力制御工程による復帰後の前記第２の電力状態において
、前記外部メモリが前記インタフェースに装着され前記インタフェースから給電されてい
る場合、前記読取工程において生成される画像データを前記外部メモリへ保存することを
指示可能な画面を前記表示部に表示させ、前記外部メモリが前記インタフェースに装着さ
れていない場合、前記設定工程において設定された前記復帰画面を前記表示部に表示させ
る、
　ことを特徴とする画像形成装置の制御方法。
【請求項８】
　前記表示制御工程では、前記復帰後の前記第２の電力状態において、前記外部メモリが
前記インタフェースに装着され前記インタフェースから給電されている場合、前記画像デ
ータを設定されたファイル形式で前記外部メモリへ保存することを指示可能な画面を前記
表示部に表示させることを特徴とする請求項７に記載の画像形成装置の制御方法。
【請求項９】
　前記電力制御工程では、前記第１の電力状態において、さらに前記画像形成装置の操作
部の操作に基づいて、前記第１の電力状態から前記第２の電力状態へ復帰させることを特
徴とする請求項７又は８に記載の画像形成装置の制御方法。
【請求項１０】
　前記表示部には、前記画像形成装置の機器状態が通知されることを特徴とする請求項７
乃至９のいずれか１項に記載の画像形成装置の制御方法。
【請求項１１】
　前記インタフェースは、ＵＳＢインタフェースであることを特徴とする請求項７乃至１
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０のいずれか１項に記載の画像形成装置の制御方法。
【請求項１２】
　前記外部メモリは、ＵＳＢメモリであることを特徴とする請求項７乃至１１のいずれか
１項に記載の画像形成装置の制御方法。
【請求項１３】
　表示部と、
　外部メモリの装着を可能にするためのインタフェースと、
　原稿を搬送する搬送部に原稿が置かれたことを検知する検知手段と、
　前記原稿を読み取って当該原稿の画像データを生成する読取手段と、
　表示のための電力が前記表示部に給電されていない第１の電力状態において前記検知手
段による検知結果に基づいて、前記第１の電力状態から、表示のための電力が前記表示部
に給電されている第２の電力状態に復帰させる電力制御手段と、
　ユーザの指示に基づき、複数の画面の中から１つの画面を、前記第２の電力状態に復帰
させたときに表示される復帰画面として設定する設定手段と、
　前記表示部に画面を表示させる表示制御手段と、を有し、
　前記表示制御手段は、前記電力制御手段による復帰後の前記第２の電力状態において、
前記外部メモリの前記インタフェースへの装着状態に基づき、前記読取手段によって生成
される画像データを前記外部メモリへ保存することを指示可能な画面を前記表示部に表示
させるか、前記設定手段によって設定された前記復帰画面を前記表示部に表示させるかを
制御する、
　ことを特徴とする画像形成装置。
【請求項１４】
　前記表示制御手段は、前記復帰後の前記第２の電力状態において、前記外部メモリが前
記インタフェースに装着され前記インタフェースから給電されている場合、前記画像デー
タを設定されたファイル形式で前記外部メモリへ保存することを指示可能な画面を前記表
示部に表示させることを特徴とする請求項１３に記載の画像形成装置。
【請求項１５】
　前記電力制御手段は、前記第１の電力状態において、さらに前記画像形成装置の操作部
の操作に基づいて、前記第１の電力状態から前記第２の電力状態へ復帰させることを特徴
とする請求項１３又は１４に記載の画像形成装置。
【請求項１６】
　前記表示部は、前記画像形成装置の機器状態を通知することを特徴とする請求項１３乃
至１５のいずれか１項に記載の画像形成装置。
【請求項１７】
　前記インタフェースは、ＵＳＢインタフェースであることを特徴とする請求項１３乃至
１６のいずれか１項に記載の画像形成装置。
【請求項１８】
　前記外部メモリは、ＵＳＢメモリであることを特徴とする請求項１３乃至１７のいずれ
か１項に記載の画像形成装置。
【請求項１９】
　表示部と、
　外部メモリの装着を可能にするためのインタフェースと、を有する画像形成装置におい
て実行される画像形成装置の制御方法であって、
　原稿を搬送する搬送部に原稿が置かれたことを検知する検知工程と、
　前記原稿を読み取って当該原稿の画像データを生成する読取工程と、
　表示のための電力が前記表示部に給電されていない第１の電力状態において前記検知工
程における検知結果に基づいて、前記第１の電力状態から、表示のための電力が前記表示
部に給電されている第２の電力状態に復帰させる電力制御工程と、
　ユーザの指示に基づき、複数の画面の中から１つの画面を、前記第２の電力状態に復帰
させたときに表示される復帰画面として設定する設定工程と、
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　前記表示部に画面を表示させる表示制御工程と、を有し、
　前記表示制御工程では、前記電力制御工程における復帰後の前記第２の電力状態におい
て、前記外部メモリの前記インタフェースへの装着状態に基づき、前記読取工程において
生成される画像データを前記外部メモリへ保存することを指示可能な画面を前記表示部に
表示させるか、前記設定工程において設定された前記復帰画面を前記表示部に表示させる
かを制御する、
　ことを特徴とする画像形成装置の制御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、省電力状態となる省電力モードを備えた画像形成装置及びその制御方法、並
びにプログラムと記憶媒体に関する。
【背景技術】
【０００２】
　スキャナ、プリンタ、ファクシミリ及びコピー機として使用できる複数の機能を備えた
複合機が広く普及している。このような複合機では、ユーザは待機画面で所望の機能を選
択すると、その機能の設定画面が表示され、ユーザはその設定画面を使用して、実行した
い機能の詳細を設定する。
【０００３】
　このようなユーザの操作を、より簡略にするために技術が、例えば特許文献１に記載さ
れている。特許文献１では、待機画面を表示しているときにＵＳＢメモリが装着されると
、スキャナに原稿が載置されているかどうかを判定し、原稿が載置されていると原稿をス
キャンして画像データをＵＳＢメモリに保存する処理に移行している。更に特許文献１で
は、ＵＳＢメモリが装着されたときにスキャナに原稿が載置されていないと、そのＵＳＢ
メモリのデータを印刷するダイレクトプリント処理に移行している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１０－８７６７０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　一方、このような複合機等では、消費電力を低下させるために、非動作時にスキャナや
プリンタ部への電力供給を停止させて省電力状態にする省電力モードを備えている。この
ような複合機では、省電力状態から復帰するときに予め定められた操作画面を表示し、そ
の操作画面を介してユーザの操作を受け付けて、そのユーザにより指示された機能を実行
する。
【０００６】
　従って、省電力状態から復帰するときは、必ずデフォルトの画面が表示されるため、ユ
ーザはその画面から所望の機能を選択して、その機能の詳細を設定しなければならない。
従って省電力状態から復帰するときも、ユーザの操作を簡略できるような画面表示が望ま
れている。
【０００７】
　本発明の目的は、上記従来技術の問題点を解決することにある。
【０００８】
　本発明の特徴は、原稿が載置されたことにより省電力状態から復帰でき、そのときに外
部メモリが接続されているか否かに応じて、実行できる機能の画面を表示することにより
、ユーザの操作の低減を図る技術を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
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　上記目的を達成するために本発明の一態様に係る画像形成装置は以下のような構成を備
える。即ち、
　表示部と、
　外部メモリの装着を可能にするためのインタフェースと、
　原稿を搬送する搬送部に原稿が置かれたことを検知する検知手段と、
　前記原稿を読み取って当該原稿の画像データを生成する読取手段と、
　表示のための電力が前記表示部に給電されていない第１の電力状態において前記検知手
段による検知結果に基づいて、前記第１の電力状態から、表示のための電力が前記表示部
に給電されている第２の電力状態に復帰させる電力制御手段と、
　ユーザの指示に基づき、複数の画面の中から１つの画面を、前記第２の電力状態に復帰
させたときに表示される復帰画面として設定する設定手段と、
　前記表示部に画面を表示させる表示制御手段と、を有し、
　前記表示制御手段は、前記電力制御手段による復帰後の前記第２の電力状態において、
前記外部メモリが前記インタフェースに装着され前記インタフェースから給電されている
場合、前記読取手段によって生成される画像データを前記外部メモリへ保存することを指
示可能な画面を前記表示部に表示させ、前記外部メモリが前記インタフェースに装着され
ていない場合、前記設定手段によって設定された前記復帰画面を前記表示部に表示させる
、
　ことを特徴とする。
　また、上記目的を達成するために本発明の一態様に係る画像形成装置は以下のような構
成を備える。即ち、
　表示部と、
　外部メモリの装着を可能にするためのインタフェースと、
　原稿を搬送する搬送部に原稿が置かれたことを検知する検知手段と、
　前記原稿を読み取って当該原稿の画像データを生成する読取手段と、
　表示のための電力が前記表示部に給電されていない第１の電力状態において前記検知手
段による検知結果に基づいて、前記第１の電力状態から、表示のための電力が前記表示部
に給電されている第２の電力状態に復帰させる電力制御手段と、
　ユーザの指示に基づき、複数の画面の中から１つの画面を、前記第２の電力状態に復帰
させたときに表示される復帰画面として設定する設定手段と、
　前記表示部に画面を表示させる表示制御手段と、を有し、
　前記表示制御手段は、前記電力制御手段による復帰後の前記第２の電力状態において、
前記外部メモリの前記インタフェースへの装着状態に基づき、前記読取手段によって生成
される画像データを前記外部メモリへ保存することを指示可能な画面を前記表示部に表示
させるか、前記設定手段によって設定された前記復帰画面を前記表示部に表示させるかを
制御する、
　ことを特徴とする。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、原稿が載置されたことにより省電力状態から復帰でき、そのときに外
部メモリが接続されているか否かに応じて、実行できる機能の画面を表示することにより
、省電力状態から復帰したときのユーザの操作を低減できるという効果がある。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本発明の実施形態に係る画像形成装置のハードウェア構成を示すブロック図。
【図２】実施形態に係る画像形成装置の操作パネルを説明する上面図。
【図３】実施形態に係る画像形成装置における電力供給を説明する図。
【図４】実施形態に係る画像形成装置における省電力状態からの復帰要因と、それに応じ
て表示部に表示される復帰画面を特定する情報を示す図（Ａ）と、復帰画面の例を示す図
（Ｂ）～（Ｄ）。
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【図５】本実施形態に係る画像形成装置が省電力状態から復帰するときの処理を説明する
フローチャート（Ａ）と、実施形態に係る画像形成装置でデフォルトで設定されている復
帰時の標準機能を選択する画面例を示す図（Ｂ）。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下、添付図面を参照して本発明の実施形態を詳しく説明する。尚、以下の実施形態は
特許請求の範囲に係る本発明を限定するものでなく、また本実施形態で説明されている特
徴の組み合わせの全てが本発明の解決手段に必須のものとは限らない。
【００１３】
　図１は、本発明の実施形態に係る画像形成装置１００のハードウェア構成を示すブロッ
ク図である。
【００１４】
　画像形成装置１００は、印刷部１０７、原稿を読み取って画像データを生成する読取部
１０９、操作パネル１１０、回線Ｉ／Ｆ１１２、及び、これらの制御を司る制御部１０１
を有する。
【００１５】
　制御部１０１は、ＣＰＵ１０２、ＲＡＭ１０３、ＲＯＭ１０４、印刷部Ｉ／Ｆ１０６、
読取部Ｉ／Ｆ１０８、モデム１１１、ＵＳＢ－ＤＩ／Ｆ１１５、ネットワークＩ／Ｆ１１
８、ＵＳＢ－ＨＩ／Ｆ１２２を含む。これらはシステムバス１０５を介してＣＰＵ１０２
と接続されている。ＣＰＵ１０２は、ＲＯＭ１０４に記憶された各種制御プログラムに従
って、前述の各部を総括的に制御する。各種制御プログラムはＲＯＭ１０４のプログラム
領域に記憶されており、実行時は、ＲＯＭ１０４のプログラム領域に記憶された圧縮され
たデータをＲＡＭ１０３へ伸張、展開して実行される。また、この制御プログラムは、図
示しないハードディスクドライブ（ＨＤＤ）に圧縮状態又は非圧縮状態で格納されていて
、ＲＯＭ１０４に格納されたブートプログラムによりＲＡＭ１０３に展開されても良い。
【００１６】
　ネットワークＩ／Ｆ１１８は、ネットワーク（ＬＡＮ）１２０などを介してホストコン
ピュータ１２１（以下、ＰＣ）との通信処理を行う。ネットワークＩ／Ｆ１１８とネット
ワーク網１２０とは、ＬＡＮケーブル１１９などの通信ケーブルで接続される。またＰＣ
１２１はＵＳＢケーブル１１６とＵＳＢ－ＤＩ／Ｆ１１５を介して接続することも可能で
ある。モデム１１１は、回線Ｉ／Ｆ１１２を介して公衆回線網１１４と接続し、図示しな
い他の画像形成装置やファクシミリ装置、電話機などと通信処理を行う。回線Ｉ／Ｆ１１
２と公衆回線網１１４とは、一般的に電話線１１３などで接続される。外部メモリ１２３
は、ＵＳＢ－ＨＩ／Ｆ１２２を介して画像形成装置１００に装着される。
【００１７】
　印刷部Ｉ／Ｆ１０６は、印刷部１０７（プリンタエンジン）に画像信号を出力するイン
ターフェースを担う。また読取部Ｉ／Ｆ１０８は、読取部１０９（スキャナエンジン）か
らの画像信号を入力するインターフェースを担う。コピー動作時、ＣＰＵ１０２は、読取
部Ｉ／Ｆ１０９より入力された画像信号を処理し、記録画像信号として印刷部Ｉ／Ｆ１０
６へ出力する。
【００１８】
　またＣＰＵ１０２は、ＲＯＭ１０４のフォント領域に記憶されたフォント情報を用いて
、操作パネル１１０の表示部に文字や記号を表示したり、操作パネル１１０を介してユー
ザが指示した指示情報を受けたりする。また、ＲＯＭ１０４のデータ領域には、画像形成
装置１００の装置情報や、ユーザの電話帳情報、部門管理情報等が記憶され、ＣＰＵ１０
２により必要に応じて読み出され、必要に応じて更新される。
【００１９】
　尚、図１では、読取部１０９及び印刷部１０７は画像形成装置１００に含まれる構成と
したが、いずれか、或いは両方とも画像形成装置１００の外部にある構成でもよい。
【００２０】
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　本実施形態における画像形成装置１００は、前述の読取部１０９と印刷部１０７による
コピー機能や、読取部１０９とＵＳＢーＤＩ／Ｆ１１５によるスキャン機能などを有する
ものとする。加えて、モデム１１１によるファクシミリ機能や、ＵＳＢケーブル１１６や
ネットワーク経由１２０でＰＣ１２１から指示を受けた印刷（プリント）機能、外部メモ
リ１２３に保存された画像データを印刷する機能も有するものとする。
【００２１】
　図２は、実施形態に係る画像形成装置１００の操作パネル１１０を説明する上面図であ
る。
【００２２】
　この操作パネル１１０には、上述した機能を選択するファンクションキー２０１～２０
４があり、ユーザは使用したい機能のボタンを押下することにより、その機能の実行を指
示する。また、ユーザに設定状態や画像形成装置１００の機器状態を通知するための表示
部２０５を有する。矢印キー２０６は、表示部２０５に表示されたカーソルなどの移動に
用いられる。矢印キー２０６は上下左右４つのボタンを含み、矢印キー２０６の中央には
ＯＫキー２０７が配置され、設定や問い合わせに対する「決定キー」の機能を有する。コ
ピー部数やファクシミリ機能における電話番号の入力などには、ユーザはテンキー２０８
を用いる。
【００２３】
　またコピーやスキャンやファクシミリのスタートを指示するキーとして白黒スタートキ
ー２０９やカラースタートキー２１０がある。尚、読取部１０９で原稿を読み取った時に
カラー原稿かモノクロ原稿かを自動的に判別する機能を有する画像形成装置の場合は、図
２のようにカラーとモノクロのスタートキーを持たない場合がある。ストップキー２１１
は各機能の動作を停止させる指示を行うキーである。一方、動作を停止させる手段として
、ユーザは、状態確認／中止キー２１２を使って、現在画像形成装置１００で行っている
処理の状態確認画面より、停止したい処理を選択して、その処理を中止させることができ
る。その場合も、選択・決定には前述の矢印キー２０６とＯＫキー２０７を用いる。
【００２４】
　ファクシミリや送信を行う際の宛先を簡便に指定する手段としてワンタッチキー２１３
、短縮キー２１４及びアドレス帳キー２１５がある。ワンタッチキー２１３は、各ボタン
に対して一つの宛先が登録されており、所望のボタンを押下することで、そのボタンに登
録されている宛先を指定することができる。短縮ダイヤル２１４は、短縮キー２１４を押
下することで番号入力を促す画面が表示され、所望の宛先に割り当てられた番号をテンキ
ー２０８から入力することで宛先を指定できる。アドレス帳２１５は、画像形成装置１０
０に登録されている宛先の一覧を表示するためにキーで、その表示された宛先の一覧から
矢印キー２０６によって所望の宛先を選択し、ＯＫキー２０７によってその宛先を送信先
に決定する。
【００２５】
　図３は、実施形態に係る画像形成装置１００における電力供給を説明する図である。
【００２６】
　電力はＳＷ３０２を通して商用の交流電源３０１より供給される。交流電源３０１より
供給された電力は、第１電源部３０３によって３．３Ｖ直流に変換される。この３．３Ｖ
直流は、常時給電が必要なＣＰＵ１０２，ＲＡＭ１０３，ＲＯＭ１０４，ＵＳＢ－ＤＩ／
Ｆ１１５、ネットワークＩ／Ｆ１１８、各種ボタン３０９、原稿検知センサ３１１、モデ
ム１１１に電力を供給する。操作パネル１１０に配置される各種ボタン３０９は常時給電
されるため、省電力状態のときにユーザが操作パネル１１０を介して行ったキー操作を検
出できる。また、ＡＤＦ（自動原稿給紙装置）３１０に含まれる原稿検知センサ３１１も
常時給電されるため、省電力状態のときにＡＤＦ３１０に原稿が載置されたことを検出す
ることができる。従って、これらキー操作や原稿の載置は、省電力状態からの復帰要因と
なり得る。
【００２７】
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　第２電源部３０４は交流電源３０１より供給された電力を５Ｖ直流に変換し、操作パネ
ル１１０、ＡＤＦ３１０及びＵＳＢ－ＨＩ／Ｆ１２２に供給する。また第３電源部３０５
は交流電源３０１より供給された電力を２４Ｖ直流に変換し、印刷部Ｉ／Ｆ１０６、印刷
部１０７、読取部Ｉ／Ｆ１０８、読取部１０９へ供給している。これら第２電源部３０４
及び第３電源部３０５から供給される電力は、省電力状態では給電されない。
【００２８】
　ＵＳＢ－ＤＩ／Ｆ１１５、ネットワークＩ／Ｆ１１８、モデム１１１からのジョブ投入
及び各種ボタン３０９、原稿検知センサ３１１からの、省電力状態からの復帰要因となる
信号が電力制御部３０８に通知される。電力制御部３０８は、これらの信号のいずれかが
入力されると、リレー３０６，３０７をオンにして、交流電源３０１より第２電源部３０
４及び第３電源部３０５へ電力を供給させる。これにより、第２電源部３０４及び第３電
源部３０５に接続されたユニットへの給電が再開されて、画像形成装置１００が省電力状
態から復帰する。尚、ここでＵＳＢ－ＨＩ／Ｆ１２２は第２電源部３０４に接続されてい
るため、省電力状態ではＵＳＢ－ＨＩ／Ｆ１２２への外部メモリ１２３の装着は検知でき
ない。
【００２９】
　図４（Ａ）は、実施形態に係る画像形成装置１００における省電力状態からの復帰要因
と、それに応じて表示部２０５に表示される復帰画面を特定する情報を示す図である。
【００３０】
　ここでは外部メモリ１２３が装着されているか否か、及びＡＤＦ３１０に原稿が載置さ
れたかどうかによって、後述するように復帰画面が決定される。
【００３１】
　図４（Ｂ）は、外部メモリ１２３が装着されている状態で、ＡＤＦ３１０に原稿が載置
されたことにより、省電力状態から復帰した場合の復帰画面の一例を示す図である。
【００３２】
　図４（Ｂ）では、読取部１０９により原稿の読み取りを開始するスキャン開始画面が表
示されており、この画面を使用して原稿の読み取りサイズ、カラーモード、ファイル形式
等を設定できる。ここでは読取部１０９により原稿を読み取って得られた画像データを外
部メモリ１２３へ保存することを想定し「外部メモリへのスキャン」機能画面を表示する
。
【００３３】
　図４（Ｃ）は、外部メモリ１２３が装着されている状態で、ＡＤＦ３１０に原稿が載置
された以外の復帰要因で省電力状態から復帰した場合の復帰画面の一例を示す図である。
　図４（Ｃ）では、外部メモリ１２３に格納されているファイルを選択して印刷するため
の画面が表示されており、この画面を使用してファイルの選択や印刷の種類などを設定で
きる。ここでは外部メモリ１２３に保存された画像データを印刷することを想定し「外部
メモリからのプリント」機能画面を表示する。
【００３４】
　図４（Ｄ）は、外部メモリ１２３が装着されていない状態で、ＡＤＦ３１０に原稿が載
置されたことによる復帰要因、或いはＡＤＦ３１０に原稿が載置された以外の復帰要因で
省電力状態から復帰した場合の復帰画面の一例を示す図である。
【００３５】
　図４（Ｄ）では、読取部１０９で原稿を読み取って印刷部１０７で印刷するコピーを開
始するための画面が表示されており、この画面を使用して用紙選択、印刷濃度や原稿の種
類、両面印刷の有無などを設定できる。ここでは画像形成装置１００に設定された標準の
復帰画面としてコピー機能が設定されていた場合の例を表示している。
【００３６】
　図５（Ａ）は、本実施形態に係る画像形成装置１００が省電力状態から復帰するときの
処理を説明するフローチャートである。この処理を実行するプログラムは、例えばＲＯＭ
１０４に記憶されており、実行時にＲＡＭ１０２に展開され、ＣＰＵ１０２の制御の下に
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実行される。
【００３７】
　この処理は画像形成装置１００が省電力状態から復帰することにより開始され、まずＳ
５０１でＣＰＵ１０２は、ＡＤＦ３１０の原稿検知センサ３１１がＡＤＦ３１０に原稿が
載置されたことにより省電力状態から復帰したか否かを判定する。Ｓ５０１でＡＤＦ３１
０への原稿の載置による省電力状態からの復帰であると判定するとＳ５０２に進みＣＰＵ
１０２は、外部メモリ１２３が装着されているか否かを判定する。Ｓ５０２でＣＰＵ１０
２が外部メモリ１２３が装着されていると判定するとＳ５０３に進み、例えば図４（Ｂ）
に示すような「外部メモリへのスキャン」画面を表示して処理を終了する。一方、Ｓ５０
２でＣＰＵ１０２が、外部メモリ１２３が装着されていないと判定するとＳ５０５に進み
、画像形成装置１００にデフォルトで設定されている標準の復帰画面（例えば図４（Ｄ）
）を表示して、この処理を終了する。
【００３８】
　またＳ６０１でＣＰＵ１０２が、ＡＤＦ３１０へ原稿を載置した以外の復帰要因による
省電力状態からの復帰であると判定するとＳ５０４に進み、ＣＰＵ１０２は外部メモリ１
２３が装着されているか否かを判定する。Ｓ５０４で外部メモリ１２３が装着されている
と判定するとＳ５０６に進み、ＣＰＵ１０２は、例えば図４（Ｃ）に示すような「外部メ
モリからのプリント」機能画面を表示して処理を終了する。一方、Ｓ５０４でＣＰＵ１０
２が、外部メモリ１２３が装着されていないと判定するとＳ５０５に進み、この画像形成
装置１００に設定されている標準の復帰画面（例えば図４（Ｄ））を表示して、この処理
を終了する。従って、外部メモリ１２３が装着されていないときは、復帰要因に関係なく
、画像形成装置１００に設定されている標準の復帰画面を表示する。
【００３９】
　図５（Ｂ）は、実施形態に係る画像形成装置１００でデフォルトで設定されている復帰
時の標準機能を選択する画面例を示す図である。
【００４０】
　この画面を使用して設定された機能が、図４（Ｄ）で表示される機能の画面となる。図
５（Ｂ）の画面では、デフォルト画面として「コピー」が選択されている。従って、この
場合は、例えば図４（Ｄ）に示すように、デフォルトの画面としてコピーを開始できる画
面が表示されることになる。
【００４１】
　以上説明したように本実施形態によれば、省電力状態からの復帰要因が読取部に原稿が
載置されたことによるか否か、また、省電力状態から復帰した際に外部メモリが装着され
ているか装着いるか否かに応じて、適切な復帰画面を表示できる。
【００４２】
　即ち、本実施形態では、省電力状態から復帰したときの画像形成装置の状態やメモリの
接続状態などに応じて、その状態で実行できる機能を開始できる復帰画面を表示すること
ができる。これによりユーザは、その復帰画面を切り替えることなく、その画面から意図
している機能を実行させることができる。
【００４３】
　また本実施形態では、図５（Ｂ）の画面の画面を使用してデフォルトの画面を設定でき
るため、例えば外部メモリ１２３が装着されていない状態でＡＤＦ３１０への原稿の載置
で復帰したときは、コピーではなくＦＡＸ送信の画面を表示するようにもできる。
【００４４】
　また、復帰要因が、操作部におけるユーザのキー操作の場合は、そのキー操作に対応す
る復帰画面を表示するようにしても良い。
【００４５】
　また図５（Ｂ）では示していないが、デフォルト画面の設定に「復帰要因に従う」とい
う設定を設けても良い。これにより、例えば操作パネル１１０のキー操作により復帰した
ときは、例えばファクシミリ送信画面或いはコピー画面を表示するようにできる。またネ
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ットワークからの受信により復帰したときは、例えば、印刷画面を表示し、モデム１１１
がデータを受信したことにより復帰したときは、例えばファクシミリ受信画面を表示する
ようにできる。
【００４６】
　（その他の実施形態）
　また、本発明は、以下の処理を実行することによっても実現される。即ち、上述した実
施形態の機能を実現するソフトウェア（プログラム）を、ネットワーク又は各種記憶媒体
を介してシステム或いは装置に供給し、そのシステム或いは装置のコンピュータ（又はＣ
ＰＵやＭＰＵ等）がプログラムを読み出して実行する処理である。

【図１】 【図２】
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【図５】
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